
2024 年度 介護職員（特定）処遇改善加算＆福祉・介護職員（特定）処遇改善加算 

ベースアップ等加算（介護・障害）について 

（令和 6 年 6 月以降） 

平成 24 年 4 月 1 日からの介護職員処遇改善加算を、引き続き支給したいと思います。 

各事業所（居宅系・養護・委託事業を除く）の毎月の介護報酬収入に対し、国が示した率を乗じ 

た金額が加算収入となり、その金額を上回る賃金改善を行うことになっています。 

そこで、恵仁会としては事業所別に 1 人当りの金額を設定し、毎月の給与で処遇改善手当として 

支給し、賃金改善を行います。 

介護職員処遇改善加算収入の取り扱い基本ルール 

○介護職員処遇改善加算収入は原則、法人合算とするが、支給金額は事業種別ごとに稼働状況・

加算取得状況を加味した上で金額を設定する。

○訪問介護事業所については、介護保険・障害福祉の兼ね合い及び、登録ヘルパーの勤務形態を

考慮し、支給金額を設定する。

支給時期：令和 6 年 6 月給与より 

 計算式） （介護報酬×率‐法定福利費） ÷ 対象者 

支給金額予定額 （月給与） 

名称 金額 備考 

処遇改善手当 1 
20,000 円 フルタイム ※契約 20,000 円×勤務時間割合

7,000 円 パート、登録ヘルパー 

処遇改善手当 2 2,000 円／回 長寿園看護夜勤（介護職が行う夜勤） 

長寿園Ｈ勤務  

2,000 円 キャリア段位：レベル認定（1 名につき）

処遇改善手当 3 ※現在なし 登録ヘルパー巡回（22 時～6 時）

処遇改善手当 4 3,000 円 介護福祉士手当 

処遇改善手当 5 

10,000 円 高卒者正規登用時調整 

夜勤分調整 

①夜勤旧単価・新単価差額

②夜勤未実施職種事業所への異動差額（自己都合除く）

中途採用時前職調整 

特殊勤務手当 

処遇改善手当 6 60 歳以上昇給分 

特定処遇改善手当 

特定処遇改善手当（※常勤換算にて支給） ※別紙内規参照 

①月々 3,000 円～20,000 円の範囲にて支給

②年末年始手当（3,000 円／日、1,500 円／半日） 

処遇改善手当 8 

嘱託職員・契約職員住宅手当 

家賃の 50％上限（住宅手当+処遇改善手当 8） 

※上限、住宅手当+処遇改善手当 8 の合計で 10,000 円

ベア加算手当 
7,000 円 

4,000 円 

介護職員フルタイム   その他※7,000 円×勤務時間割合 

その他の職種フルタイム その他※4,000 円×勤務時間割合 



（賞与） 

名称 金額 備考 

処遇改善 1 

※基準額とし

冬季は支給額検討 

30,000 円 勤続年数 6 ヶ月以上 3 年未満 

40,000 円 勤続年数 3 年以上 5 年未満 

50,000 円 勤続年数 5 年以上 

処遇改善 2 10,000 円 訪問介護職員夜間待機従事者 

処遇改善 3 賞与時処遇改善加算収入に応じて支給 

●その他の賃金改善方法

○基本給（昇給分）、増額分。

○夏季賞与及び冬季賞与時の役職手当上乗せ分（介護業務従事者のみ）を賃金改善に含む。

○平成 24 年 4 月 1 日より支給の、契約・嘱託職員への扶養手当及び住宅手当分を賃金改善に

含む。

○役職手当（介護職員）について、5,000 円～10,000 円の範囲にて上乗せ支給する。

（※売上や定員、職員数に応じて支給する）

〇夏季賞与及び冬季賞与時に支給。 

〇精算が必要な時は、期末賞与、一時金等にて支給。 

○上記内容にて支給した金額に対する社保負担額。

●上記の賃金改善を行い、処遇改善加算収入に残額がでるようであれば、賞与や 3 月時の一時金

等で還元する予定である。

注）処遇改善加算については、収入に対して計算をするので、収入の増減により、支給する手当 

の金額変動があります。 

注）介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算（介護・障害事業） 

については、有期の制度なので、処遇改善手当についても同じ扱いとなります。 



2024 年度 特定処遇改善加算＆福祉・介護職員特定処遇改善加算について

（令和 6 年 6 月以降） 

令和 1 年 10 月 1 日から介護人材確保のための取組みをより一層進める為に、経験・技能のある 

介護福祉士職員を重点に処遇改善を進めることを目的に実施する。 

現行の処遇改善加算とは別に、特定処遇改善加算として介護報酬単位に新たに、率{（事業所ごと

に異なる）（居宅系・養護・委託事業を除く）｝を乗じて加算収入を算出する。 

恵仁会としてはグループごとに金額を設定し、毎月の給与で特定処遇改善手当として支給し、賃金

改善を行うこととする。（精算が必要な場合は、賞与や一時金にて処理する。） 

特定処遇改善加算収入の取り扱い基本ルール 

○特定処遇改善加算収入は原則、法人合算にて処理する。

〇特定処遇改善加算の配分方法（ルール）として下記の数字が要件となる。 

 平均賃金改善額（要件）『①グループ ②を上回る ：②グループ 1 ：③グループ 0.5 

〇③グループのその他の職種については、現行年収 440 万以上の職員は対象外とする。 

〇支給時期：令和 6 年 6 月給与より 

〇支給金額予定額 （月給与） 

グループ 支給額 

① （Ａ） 10 年以上の介護福祉士 17,000 

② 

（Ｂ） 5～9 年以上の介護福祉士 12,000 

（Ｃ） 0～4 年以上の介護福祉士 9,000 

（Ｄ） その他の介護職 5,000 

③ （Ｅ） その他の職種 3,000 

※管理者は、プラス 2,000 円

※常勤換算率をもとに、上記金額にて支給する。兼務職員等については、換算率を出し

金額を決定する。

※勤続年数基準日：4 月、10 月

●その他の賃金改善

○夏季賞与及び冬季賞与時に支給。

〇精算が必要な時は、期末賞与、一時金等にて支給。 

○上記内容にて支給した金額に対する社会保険料（健康保険、厚生年金、雇用保険等）

事業主負担額。

注）特定処遇改善加算については、収入に対して計算をするので、収入の増減により、支給する手当 

の金額変動がある。 

注）特定処遇改善加算、福祉・介護職員特定処遇改善加算については、有期の制度であるため、 

特定処遇改善手当についても特定処遇改善加算、福祉介護職員特定処遇改善加算が廃止に 

なった場合は、手当も廃止とする。 



2024 年度 ベースアップ支援加算（介護・障害）について

 （令和 6 年 6 月以降） 

ベースアップ支援加算収入の取り扱い基本ルール 

○ベースアップ支援加算収入は原則、法人合算にて処理する。

〇支給時期：令和 6 年 6 月給与より 

〇支給金額予定額 （月給与） 

■介護職員   7,000 円（フルタイム） 

※短時間職員等は、勤務時間割合にて支給。

■その他の職員 4,000 円（フルタイム）

※短時間職員等は、勤務時間割合にて支給。

●その他の賃金改善

○夏季賞与及び冬季賞与時に支給の場合あり。

○精算が必要な場合は、期末賞与、一時金等にて支給。

○上記内容にて支給した金額に対する社会保険料（健康保険、厚生年金、雇用保険等）

事業主負担額。

注）ベースアップ支援加算については、収入に対して計算をするので、収入の増減により、 

支給する手当の金額変動がある。 

注）ベースアップ支援加算については、有期の制度であるため、ベア加算手当についてもベース 

アップ支援加算が廃止になった場合は、手当も廃止とする。



令和６年度 処遇改善計画書（新加算及び旧３加算）作成用　基本情報入力シート

●はじめに本シート（基本情報入力シート）の黄色セルに入力することで、加算の対象事業所等に関する基本的な情報が、各様式に自動的に転記されます。

１　提出先に関する情報

旧３加算及び新加算の届出に係る提出先の名称を入力してください。

加算提出先

２　基本情報

下表に必要事項を入力してください。記入内容が各様式に反映されます。

法人名

法人住所 8 9 3 － 0 0 2 4

法人代表者

連絡先

３　加算の対象事業所に関する情報

下表に必要事項を入力してください。記入内容が別紙様式2-2、2-3、2-4に反映されます。

市区町村

1 鹿屋市
特別養護老人ホーム鹿屋長
寿園

介護老人福祉施設 3,891,000 435,000 3,456,000 10.00

2 鹿屋市
特別養護老人ホーム鹿屋長
寿園

（介護予防）短期入所生
活介護

815,000 91,000 724,000 10.00

3 鹿屋市
在宅老人デイサービスセン
ター鹿屋長寿園

通所介護 988,000 74,900 913,100 10.00

4 鹿屋市
在宅老人デイサービスセン
ター鹿屋長寿園

通所型サービス（総合事
業）

93,600 7,100 86,500 10.00

5 鹿屋市
ホームヘルパーステーション
鹿屋長寿園

訪問介護 145,700 26,070 119,630 10.00

6 鹿屋市
ホームヘルパーステーション
鹿屋長寿園

訪問型サービス（総合事
業）

81,900 13,610 68,290 10.00

7 鹿屋市
共生型サービスるりちゃん
家

通所介護 354,150 26,750 327,400 10.00

8 鹿屋市
共生型サービスるりちゃん
家

通所型サービス（総合事
業）

11,100 830 10,270 10.00

9 鹿屋市 ミニデイサービス舷揮くん家 地域密着型通所介護 361,400 27,350 334,050 10.00

10 鹿屋市 ミニデイサービス舷揮くん家
通所型サービス（総合事
業）

3,700 285 3,415 10.00

11 鹿屋市 グループホームふれあい
（介護予防）認知症対応
型共同生活介護

283,300 40,000 243,300 10.00

12 鹿屋市 グループホームあいら
（介護予防）認知症対応
型共同生活介護

554,500 78,050 476,450 10.00

13 鹿屋市
小規模多機能ホーム哲ちゃ
ん家

（介護予防）小規模多機
能型居宅介護

625,050 73,850 551,200 10.00

14 鹿屋市
小規模多機能ホーム花海家
長寿園

（介護予防）小規模多機
能型居宅介護

742,400 87,700 654,700 10.00

15 鹿屋市 プライエボーリ優花里
地域密着型特定施設入
居者生活介護

545,500 56,650 488,850 10.00

16 鹿屋市
ホームヘルパーステーション
鹿屋長寿園

定期巡回･随時対応型訪
問介護看護

2,150,700 408,200 1,742,500 10.00

17

18

●「別紙様式2-1」を完成させるには、「基本情報入力シート」「別紙様式2-2」「別紙様式2-3」及び「別紙様式2-4」から転記される情報が必要です。まずはこれらのシートを完成させてください。
ただし、令和７年３月までに（年度途中の）新加算の区分変更を行う予定がない場合、「別紙様式2-4」の記入は不要です。

一月あたり介護報酬総
単位数（処遇改善加算、
特定加算及びベースアッ
プ等加算を除く）[単位]

一月あたり処遇改善加
算、特定加算及びベー
スアップ等加算単位数

[単位]

4670301573

4670300393

4677500110

4690300035

4690300274

4690300191

4690300266

肝付町

info@kanoya-choujuen.jpE-mail

ｵｻﾞｺ ﾉﾌﾞﾀｶフリガナ

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿屋市

理事長

池田　志保子

鹿屋市

鹿屋市

鹿児島県

鹿屋市

書類作成
担当者

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿屋市

鹿児島県

4670300203

4670300203

4670300245

4670300245

4670301185

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿屋市

鹿屋市、肝付町

鹿屋市

鹿屋市、肝付町

鹿児島県

鹿屋市

鹿屋市

4670301185

4670302670

4670302670

4670301573 鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

【注意】本シートは様式作成用のため、本計画書の提出を紙で行う場合、本シートの提出は不要です。ただし、自治体に電子媒体で提出する場合は、本シートを削除せずそのまま提出してください。

●「別紙様式2－1」に記載する各加算による賃金改善の見込額について、具体的な算出方法は問いませんが、各職員に対して各加算を原資として行う予定の賃金改善額を積み上げる（足し上げる）などの適切な方法により推計し
てください。また、「賃金額」を記入する欄には、基本給、手当、賞与等（退職手当を除く。）を含む金額を記入してください。

サービス名事業所名

事業所の所在地

通し番号 介護保険事業所番号
都道府県

指定権者名

職名

氏名

１単位あたりの
単価（地域単

価）[円]

一月あたり介護報酬総
単位数[単位]

ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝｹｲｼﾞﾝｶｲ

社会福祉法人　恵仁会

鹿児島県鹿屋市下祓川町1800番地

0994-43-2546

※ 「一月あたり介護報酬総単位数」には、 一月あたり介護報酬総単位数として見込まれる単位数を、前年１月から12月までの１年間の介護報酬総単位数（各種加算減算を含む。）を12で除するなどの方法によって推計し、事業所ごとに記載し
てください。また、「一月あたり処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算単位数」には、前年１月から12月までの１年間の処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算を12で除するなどの方法によって推計し、事業所ごとに記載して
ください。

なお、適切な処遇改善計画を策定するため、令和６年度に事業拡大等に伴う単位数の増減が見込まれる場合には、それらの増減の見込を反映させる等の調整を行っても差し支えません。

フリガナ

名称

〒

住所１（番地・住居番号まで）

住所２（建物名等）

電話番号

氏名 尾迫　信隆

各加算による賃金改善額の

算出イメージ（４・５月分の

様式
2-2,2-3

様式

2-1

ワークシート入

力の流れ

一部自動転記 一部自動転記

基本情報

入力シート

紙の場合

提出不要

要提出 要提出

令和６年度計画書

様式

2-4

必要に応



令和６年度 処遇改善計画書（新加算及び旧３加算）作成用　基本情報入力シート

●はじめに本シート（基本情報入力シート）の黄色セルに入力することで、加算の対象事業所等に関する基本的な情報が、各様式に自動的に転記されます。

１　提出先に関する情報

旧３加算及び新加算の届出に係る提出先の名称を入力してください。

加算提出先

２　基本情報

下表に必要事項を入力してください。記入内容が各様式に反映されます。

法人名

法人住所 8 9 3 － 0 0 2 4

法人代表者

連絡先

３　加算の対象事業所に関する情報

下表に必要事項を入力してください。記入内容が別紙様式2-2、2-3、2-4に反映されます。

市区町村

1 鹿屋市
ホームヘルパーステーション
鹿屋長寿園

居宅介護 2,888,000 804,000 2,084,000

2 鹿屋市
ホームヘルパーステーション
鹿屋長寿園

重度訪問介護 0 0 0

3 鹿屋市 共生型サービスるりちゃん家 児童発達支援 953,000 96,500 856,500

4 鹿屋市 児童発達支援事業所あかり 児童発達支援 3,179,000 323,500 2,855,500

5 鹿屋市 児童発達支援事業所あかり 保育所等訪問支援 105,000 10,500 94,500

6 鹿屋市 児童発達支援事業所あかり 放課後等デイサービス 2,559,300 0 2,559,300

7

8

9

10

住所２（建物名等）

電話番号

氏名 尾迫　信隆

【注意】本シートは様式作成用のため、本計画書の提出を紙で行う場合、本シートの提出は不要です。ただし、自治体に電子媒体で提出する場合は、本シートを削除せずそのまま提出してください。

●「別紙様式2－1」に記載する各加算による賃金改善の見込額について、具体的な算出方法は問いませんが、各職員に対して各加算を原資として行う予定の賃金改善額を積み上げる（足し上げる）などの適切な
方法により推計してください。また、「賃金額」を記入する欄には、基本給、手当、賞与等（退職手当を除く。）を含む金額を記入してください。

サービス名事業所名

事業所の所在地

通し番号
障害福祉サービス等

事業所番号
都道府県

指定権者名

職名

氏名

一月あたり障害福祉サー
ビス等報酬総額[円]

ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝｹｲｼﾞﾝｶｲ

社会福祉法人　恵仁会

鹿児島県鹿屋市下祓川町1800番地

0994-43-2546

※ 「一月あたり障害福祉サービス等報酬総額」には、 前年１月から12月までの１年間のサービス別の報酬総額（各種加算減算を含む。）を12で除するなどの方法によって推計し、事業所ごとに記載してください。また、「一月あたり
処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算総額」には、前年１月から12月までの１年間の処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算を12で除するなどの方法によって推計し、事業所ごとに記載してください。

なお、適切な処遇改善計画を策定するため、令和６年度に事業拡大等に伴う金額の増減が見込まれる場合には、それらの増減の見込を反映させる等の調整を行っても差し支えません。

フリガナ

名称

〒

住所１（番地・住居番号まで）

鹿児島県

4650005673

理事長

池田　志保子

鹿児島県

書類作成
担当者

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

4610300149

4610300149

4650300207

4650005673

4650005673

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

鹿児島県

info@kanoya-choujuen.jpE-mail

ｵｻﾞｺ ﾉﾌﾞﾀｶフリガナ

鹿児島県

●「別紙様式2-1」を完成させるには、「基本情報入力シート」「別紙様式2-2」「別紙様式2-3」及び「別紙様式2-4」から転記される情報が必要です。まずはこれらのシートを完成させてください。
ただし、令和７年３月までに（年度途中の）新加算の区分変更を行う予定がない場合、「別紙様式2-4」の記入は不要です。

一月あたり障害福祉サー
ビス等総額（処遇改善加
算、特定加算及びベース
アップ等加算を除く）[円]

一月あたり処遇改善加
算、特定加算及びベース

アップ等加算総額[円]

各加算による賃金改善額の

算出イメージ（４・５月分の

様式
2-2,2-3

様式
2-1

ワークシート入

力の流れ

一部自動転記 一部自動転記

基本情報

入力シート

紙の場合

提出不要

要提出 要提出

令和６年度計画書

様式
2-4

必要に応



【新加算Ⅰ・Ⅱ、Ⅴ⑴～⑺・⑼・⑽・⑿及び旧特定Ⅰ・Ⅱを算定しない場合 】

⇒

【新加算Ⅰ・Ⅱ、Ⅴ⑴～⑺・⑼・⑽・⑿又は旧特定Ⅰ・Ⅱを算定する場合 】
⇒

○

ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

生産性向上の
ための業務改
善の取組

子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備

働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者
に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

エルダー・メンター（仕事やメンタル面のサポート等をする担当者）制度等導入

（８）職場環境等要件

雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

届出に係る計画の期間中に実施する事項について、チェック（✔）すること。全体で必ず１つ以上の取組を行うこと。 (ただし、取組
を選択するに当たっては、本計画書３（４）・（５）「キャリアパス要件」で選択した事項と重複する事項を選択しないこと。)

届出に係る計画の期間中に実施する事項について、チェック（✔）すること。複数の取組を行い、「入職促進に向けた取組」、「資質
の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性向上のため
の業務改善の取組」、「やりがい・働きがいの醸成」の６区分について、それぞれ１つ以上の取組を行うこと 。

他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

入職促進に向
けた取組

腰痛を含む心
身の健康管理

研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による
腰痛対策の実施

高齢者の活躍（居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業
務の提供）等による役割分担の明確化

地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施

有給休暇が取得しやすい環境の整備

資質の向上や
キャリアアップ
に向けた支援

該当

両立支援・多
様な働き方の
推進

事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

やりがい・働き
がいの醸成

区分

法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施

上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

内容

タブレット端末やインカム等のＩＣＴ活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員へ
の転換の制度等の整備

業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

５S活動（業務管理の手法の１つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの）等の実践による職場環境の整備



2024 年度 介護職員等処遇改善加算＆福祉・介護職員等処遇改善加算 （介護・障害）について 

（令和 6 年 8 月以降） 

平成 24 年 4 月 1 日からの介護職員処遇改善加算を、引き続き支給したいと思います。 

各事業所（居宅系・養護・委託事業を除く）の毎月の介護報酬収入に対し、国が示した率を乗じ 

た金額が加算収入となり、その金額を上回る賃金改善を行うことになっています。 

そこで、恵仁会としては事業所別に 1 人当りの金額を設定し、毎月の給与で処遇改善手当として 

支給し、賃金改善を行います。 

介護職員処遇改善加算収入の取り扱い基本ルール 

○介護職員処遇改善加算収入は原則、法人合算とするが、支給金額は事業種別ごとに稼働状況・

加算取得状況を加味した上で金額を設定する。

○訪問介護事業所については、介護保険・障害福祉の兼ね合い及び、登録ヘルパーの勤務形態を

考慮し、支給金額を設定する。

支給時期：令和 6 年 8 月給与より 

計算式） （介護報酬×率‐法定福利費） ÷ 対象者 

支給金額予定額 （月給与） 

名称 金額 備考 

処遇改善手当 1 
20,000 円 フルタイム ※契約 20,000 円×勤務時間割合

7,000 円 パート、登録ヘルパー 

処遇改善手当 2 2,000 円／回 長寿園看護夜勤（介護職が行う夜勤） 

長寿園Ｈ勤務  

2,000 円 キャリア段位：レベル認定（1 名につき）

処遇改善手当 3 ※現在なし 登録ヘルパー巡回（22 時～6 時）

処遇改善手当 4 3,000 円 介護福祉士手当 

処遇改善手当 5 

10,000 円 高卒者正規登用時調整 

夜勤分調整 

①夜勤旧単価・新単価差額

②夜勤未実施職種事業所への異動差額（自己都合除く）

中途採用時前職調整 

特殊勤務手当 

処遇改善手当 6 60 歳以上昇給分 

特定処遇改善手当 

特定処遇改善手当（※常勤換算にて支給） ※別紙内規参照 

①月々 3,000 円～20,000 円の範囲にて支給

②年末年始手当（3,000 円／日、1,500 円／半日） 

処遇改善手当 8 

嘱託職員・契約職員住宅手当 

家賃の 50％上限（住宅手当+処遇改善手当 8） 

※上限、住宅手当+処遇改善手当 8 の合計で 10,000 円



ベア加算手当 

+ 

■新加算上乗せ分

7,000 円 

+ 

4,000 円 

4,000 円 

+ 

3,000 円 

介護職員フルタイム その他※7,000 円×勤務時間割合 

■新加算上乗せ分 ※4,000 円×勤務時間割合

その他の職種フルタイム その他※4,000 円×勤務時間割合 

■新加算上乗せ分 ※3,000 円×勤務時間割合

（賞与） 

名称 金額 備考 

処遇改善 1 

※基準額とし

冬季は支給額検討 

30,000 円 勤続年数 6 ヶ月以上 3 年未満 

40,000 円 勤続年数 3 年以上 5 年未満 

50,000 円 勤続年数 5 年以上 

処遇改善 2 10,000 円 訪問介護職員夜間待機従事者 

処遇改善 3 賞与時処遇改善加算収入に応じて支給 

●その他の賃金改善方法

○夏季賞与及び冬季賞与時の役職手当上乗せ分（介護業務従事者のみ）を賃金改善に含む。

○平成 24 年 4 月 1 日より支給の、契約・嘱託職員への扶養手当及び住宅手当分を賃金改善に

含む。

○役職手当（介護職員）について、5,000 円～10,000 円の範囲にて上乗せ支給する。

（※売上や定員、職員数に応じて支給する）

〇夏季賞与及び冬季賞与時に支給。 

〇精算が必要な時は、期末賞与、一時金等にて支給。 

○上記内容にて支給した金額に対する社保負担額。

●上記の賃金改善を行い、処遇改善加算収入に残額がでるようであれば、賞与や 3 月時の一時金

等で還元する予定である。

注）処遇改善加算については、収入に対して計算をするので、収入の増減により、支給する手当 

の金額変動があります。 

注）介護職員等処遇改善加算、福祉・介護職員等処遇改善加算（介護・障害事業）については、 

有期の制度なので、処遇改善手当（特定・ベア手当含む）についても同じ扱いとなります。 




